
県南広域振興局長告示第23号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、大迫町土地改良区（花巻市）から役員の就任及び退任につい

て次のとおり届出があった。 

  令和元年７月２日 

                                         県南広域振興局長 平 野   直 

１ 就任 

 (１) 理事 

   浅 沼 清 孝 花巻市大迫町外川目第29地割82番地５ 

   髙 橋 清 高  〃 石鳥谷町滝田第19地割67番地 

   藤 田 哲 司  〃 大迫町亀ケ森第16地割51番地３ 

   阿 部 富 雄  〃  〃 大迫第７地割１番地 

   高 橋 英 則  〃  〃 亀ケ森第６地割92番地 

   中 野 幸 蔵  〃 石鳥谷町戸塚第５地割１番地11 

   川 村 浩 昭  〃 大迫町亀ケ森第２地割52番地 

   藤 田 光 一  〃  〃  〃 第30地割48番地 

   佐 藤   剛  〃  〃  〃 第23地割50番地 

   菊 池   宏  〃  〃  〃 第38地割６番地 

 (２) 監事 

   高 畑 政 博 花巻市大迫町亀ケ森第44地割45番地 

   菊 池   満  〃 石鳥谷町戸塚第５地割67番地 

   川 村   廣  〃 大迫町亀ケ森第22地割12番地１ 

２ 退任 

 (１) 理事 

   佐々木 信 行 花巻市大迫町亀ケ森第20地割89番地 

   高 橋   澄  〃  〃  〃 第39地割21番地 

   川 村 美紀男  〃  〃  〃 第２地割65番地 

   阿 部 富 雄  〃  〃 大迫第７地割１番地 

   青 山 喜 八  〃  〃 亀ケ森第24地割157番地 

   中 野 幸 蔵  〃 石鳥谷町戸塚第５地割１番地11 

   髙 橋 清 高  〃   〃  滝田第19地割67番地 

   高 橋 英 則  〃 大迫町亀ケ森第６地割92番地 

   髙 橋 嘉 途  〃  〃  〃 第15地割12番地１ 

   浅 沼 清 孝  〃  〃 外川目第29地割82番地５ 

 (２) 監事 

   継 枝 孝 夫 花巻市石鳥谷町滝田第19地割97番地 

   青 山 博 英  〃 大迫町亀ケ森第24地割３番地 

   高 畑 政 博  〃  〃  〃 第44地割45番地 
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